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	発生月
	発生時刻
	業　種
	休業日数
	性別
	年齢
	発　　生　　状　　況

	６月
	16:40頃
	警備業
	６日
	男
	70代
	駐車場の交通誘導中、暑さのため気分が悪くなり休憩していたが、意識がなくなったので、救急車で病院に搬送された。

	 ７月
	10:00頃
	製造業
	８日
	男
	50代
	屋外で作業中、午前中に気分が悪くなり我慢して作業していたが、終了直後に動けなくなった。

	７月
	17:00頃
	その他の事業
	１月
	男
	20代
	屋外で遊戯機器を運転中、体調不良を訴えたため、事務所で水分と塩分を補給させた後、帰宅させたが、翌日から入院した。

	８月
	15:00頃
	製造業
	７日
	男
	30代
	屋外で作業中、気分が悪くなり下痢を催したが、作業を継続し帰宅した後、翌日病院を受診した。

	８月
	16:00頃
	製造業
	８日
	男
	50代
	屋外で作業中、正午前に気分が悪くなり我慢して作業していたが、夕方に動けなくなった。

	８月
	16:30頃
	製造業
	33日
	男
	30代
	工場内で溶接作業中、気分が悪くなり自宅で静養するが、翌日病院を受診した。

	８月
	17:30頃
	建設業
	２週
	男
	30代
	道路上での作業後、気分が悪くなり意識がなくなったので、救急車で病院に搬送された。

	８月
	17:00頃
	製造業
	１週
	男
	40代
	工場内で作業中、脱水症状になった。

	８月
	17:30頃
	建設業
	２日
	男
	20代
	道路上での作業中、不調を訴えた。

	８月
	2:30頃
	建設業
	１週
	男
	30代
	屋外で作業中、大量の汗をかき寒気を感じたので、病院に行った。

	８月
	10:00頃
	警備業
	３週
	男
	50代
	交通誘導中、大量の汗が出て目の前が真暗になり倒れたので、救急車で病院に搬送された。




	年（平成）
	８年
	９年
	10年
	11年
	12年
	13年
	14年
	15年
	16年
	17年

	発生件数
	９
	１５
	１０
	２０
	１８
	２４
	２２
	１７
	１７
	２３





	月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	合計

	平成１５年
	０
	２
	４
	８
	３
	１７

	平成１６年
	０
	１
	１２
	３
	１
	１７

	平成１７年
	１
	３
	８
	６
	５
	２３

	合計
	１
	６
	２４
	１７
	９
	５７




	時間帯
	９時台
	１０時台
	１１時台
	１２時台
	１３時台
	１４時台
	１５時台
	１６時台
	１７時台
	１８時

以降
	合計

	平成１５年
	０
	４
	１
	０
	０
	２
	４
	４
	１
	１
	１７

	平成１６年
	０
	０
	３
	０
	２
	４
	５
	１
	２
	０
	１７

	平成１７年
	０
	２
	２
	３
	１
	３
	３
	５
	１
	３
	２３

	合計
	０
	６
	６
	３
	３
	９
	１２
	１０
	４
	４
	５７



	年代
	１０代
	２０代
	３０代
	４０代
	５０代
	６０代以上
	合計

	平成１５年
	０
	３
	５
	４
	５
	０
	１７

	平成１６年
	１
	２
	１
	６
	６
	１
	１７

	平成１７年
	０
	１
	９
	３
	７
	３
	２３

	合計
	１
	６
	１５
	１３
	１８
	４
	５７





	業種
	建設業
	運送業
	警備業
	製造業
	林業
	鉱業
	　清掃
	その他
	合計

	平成１５年
	１１
	１
	１
	３
	１
	０
	０
	０
	１７

	平成１６年
	１３
	０
	１
	３
	０
	０
	０
	０
	１７

	平成１７年
	１３
	２
	０
	４
	０
	０
	０
	４
	２３

	合計
	３７
	３
	２
	１０
	１
	０
	０
	４
	５７



	　
	初日
	２日目
	３日目
	４日目
	５日目
	６日目
	７日目
	８日目
	９日目
	10日目

以降
	不明
	合計

	平成１５年
	４
	５
	２
	２
	１
	０
	０
	０
	０
	３
	０
	１７

	平成１６年
	５
	６
	２
	０
	１
	０
	０
	０
	０
	２
	１
	１７

	平成１７年
	４
	７
	４
	３
	２
	０
	０
	０
	１
	２
	０
	２３

	合計
	１３
	１８
	８
	５
	４
	０
	０
	０
	１
	７
	１
	５７






(１)　屋外作業においてはできるだけ直射日光を遮ることができる簡易な屋根等を設けること。
(２)　作業場所に適度な通風や冷房を行うための設備を設けること。
作業中は、適宜、散水等を行うこと。
(３)　作業場所に氷、冷たいおしぼり等を備えること。
作業場所の近隣に水風呂など身体を適度に冷やすことのできる設備等を設けること。
(４)　作業場所の近隣に冷房室や日陰などの涼しい休憩場所を設けること。

休憩場所は臥床することのできる広さを確保すること。
(５)　水分や塩分が容易に補給できるようにすること。
(６)　作業場所に温度計や湿度計を設置し、作業中の温湿度の変化に留意すること。

(１)　気温条件、作業内容、健康状態等を考慮して、作業休止時間や休憩時間の確保に努めること。人力による掘削作業等エネルギー消費量の多い作業や連続作業はできるだけ少なくすること。
(２)　熱を吸収、保熱しやすい服装は避け、吸湿性、通気性の良い服装にすること。
(３)　直射日光下では通気性の良い帽子等をかぶらせること。

(１)　直近の健康診断等の結果に基づき、適切な健康管理、適正配置等を行うこと。
(２)　労働者の睡眠時間等日常の健康管理について指導を行うこと。必要に応じ健康相談を行うこと。
(３)　作業開始前に労働者の健康状態を確認すること。特に、体重を測ると疲労の回復状態や体調のチェックになります。
作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認すること。

複数作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するようにさせること。
(４)　労働者に対し、水分や塩分の補給等必要な指導を行うこと。特に、体重の減少が２％を超えないように水分等を補給すること。
(５)　休憩場所に体重計、体温計を置き、休憩時間などに測定させることが望ましいこと。


作業を管理する者及び作業者に対し、あらかじめ次の事項に

ついて労働衛生教育を行うこと。

(１)　熱中症の症状
(２)　熱中症の予防方法
(３)　緊急時の救急措置
(４)　熱中症の事例

(１)　緊急連絡網をあらかじめ作成し、関係者に周知すること。
病院、診療所等の所在地、連絡先を把握しておくこと。
(2) 　少しでも熱中症の症状が見られた場合は、救急措置として涼しいところで身体を冷し、水分及び塩分の補給を行い、早い目に医師の手当を受けさせること。なお、症状としては、意識の状態と体温が重要です。意識障害は軽いこともありますが、応答が鈍い、言動がおかしいなど少しでも異常が見られるときには重症と考えて処置する必要があります。



　　［症状］熱中症の中では致命率が高く、緊急の治療を要します。体温調節機構の失調、体温又は脳

温の上昇を伴う中枢神経障害が原因と考えられていますが、突然意識喪失に陥ることが多く、

症状の前兆としてめまい、悪心、頭痛、耳なり、イライラなどがみられ、嘔吐や下痢を伴う　　　

こともあります。

　直射日光下で生じた熱射病のことを日射病と呼んでいます。

　　［処置］裸体に近い状態にして、冷水をかけながら扇風機の風に当てる。

　　　　　　氷片でマッサージをするなどあらゆる手段を用いて体温を下げる。



　　［症状］大量の発汗による塩分喪失に対して、これを補給

しなかったことによって起こります。作業でよく使

用する四肢筋や腹部の筋肉が、疼痛を伴って発作的

にけいれんを起こすことがあります。けいれん発作

は、作業中のみならず、作業終了時の入浴中や睡眠

中に起こることもあります。体温はあまり上昇せず、

血圧の変化もないことが多いです。

　　［処置］0.1％食塩水を飲まして涼しいところで休養させ

る。


　　［症状］高温環境下では体熱放散を盛んにするために、皮膚血流量が増加しますが、この時内臓への血流量、心臓への還流量、心拍出量が減少し、血圧が低下するので、代償的に心拍数が増加します。高温曝露が継続し、この心拍増加が一定限度を超えたときに起こる循環障害をいいます。

　　　　　　全身倦怠・脱力感を覚え、めまいから意識混濁し、昏倒することもあります。心拍は頻脈

で微弱、血圧は低下して体温の上昇はほとんどみられません。

　　［処置］涼しいところで安静にし、水をとらせる。


　　［症状］大量の発汗で、血液が濃縮し、心臓の負担増大や血流分布の異常が起こると、初期には激

しい口喝、尿量の減少があります。やがてめまい、四肢の感覚異常、歩行困難などがみられ、失神することもあります。頻脈・体温上昇をみることもありますが、多量の発汗で皮膚は冷たく湿っており血圧の異常をみないのが普通です。

　［処置］涼しいところで安静にし、水をとらせる。

　　　　　　　　＜参考＞

　　　　　　　　　　平成８年５月２１日付け基発第３２９号「熱中症の予防について」
大阪労働局・大阪西労働基準監督署 配布ちらし→→　表　裏
大阪労働局・大阪西労働基準監督署


























事前の備えが、熱中症を防止します














１　作業環境管理





熱中症の予防は環境・作業・健康の管理と教育から




















４　熱疲はい








３　熱虚脱
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作業開始から数日の間での発生がほとんどで、特に高温環境下での作業に順応していない初日、２日目に多発していることから、作業開始前の安全衛生教育、健康状態の確認等を行うことが重要です。





２　熱けいれん








熱中症は予防が大切です。暑いときには熱中症の兆候に注意し、体調がおかしい場合には早めに休むこと


です。万一の事故災害に備えて熱中症の種類と救急措置について紹介します。





１　熱射病（日射病）
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熱中症の種類と救急措置
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熱中症を予防するためには、作業環境管理、作業管理、健康管理及び労働衛生教育を適切に実施するとともに、緊急時に備えて、連絡網を定め、病院・診療所等の所在地を把握しておくことが必要です。





最近３年間の死亡災害発生状況　　　　　　　　　　





３　年代別被災状況





20～50代が突出しています。





２　作業管理








３　健康管理





４　労働衛生教育





５　救急措置














過去10年間の熱中症による死亡者数の推移を見ると、平成11年からは毎年20名前後の死亡災害が発生しており、平成17年は平成13年に次いで多い件数となっています。





２　時間帯別被災状況





５　作業日数別被災状況





熱中症とは、高温高湿環境下で、体温調節や循環機能が障害を受け、水分塩分代謝の平衡が著しい失調を来して、作業遂行が困難又は不能に陥った状態をいいます。


大阪府内の熱中症による死亡災害は、平成13年に５件発生しましたが、13年と同様に猛暑が続いた14年から１７年までの４年間は、関係者の早期の取組みと発症時の適切な対応により０件でした。


ただし、休業災害は、1６年と同じ１１件発生しております。


十分な睡眠とバランスのよい食事に心がけ、渇く前の水分・塩分の補給で、熱中症を予防しましょう！





１　月別被災状況





４　業種別被災状況





気温が高く、疲労も蓄積する14時台から16時台の間に多発していますが、昼前の時間帯にも注意を要します。





熱中症による災害発生事例（平成1７年・大阪労働局管内）
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例年７月及び８月に集中していますが、平成17年においては、９月に入っても５件発生しており、注意が必要です。





建設業が圧倒的に多く、また、建設業以外の業種であっても長時間屋外で働くときは注意を要します。


また、製造業においても、暑熱な環境下で死亡災害が発生しています。





熱中症による死亡災害発生状況の推移（全国）　
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